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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の局と第２の局とを有する通信システムにおいて、該第１の局に対して、少なくと
も一つの信号からなる第１の信号と、第２の信号又は第３の信号のいずれか一方と、を同
時にそれぞれの電力レベルで送信する第２の局を動作させる方法であって、
　前記第２の局は、
　　前記第１の局に対して、前記第１の信号の電力の総計が所定の最大送信電力レベルを
上回らない状態で、該第１の信号を送信し、
　　前記第１の局から送信される第４の信号に応じて、前記第１の信号の送信電力レベル
を低減して、該第１の信号とともに、第２の所定の電力レベルの第２の信号又は該第２の
所定の電力レベルを超えない第３の所定の電力レベルの第３の信号を送信し、
　ここで、前記第１の信号の送信電力の低減は、前記第１の信号とともに送信する信号が
前記第２の信号であるか前記第３の信号であるかに関わりなく、前記第２の所定の電力レ
ベルに対応すること、
を特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　前記第１の信号は第１のフレーム又はタイムスロットで送信され、前記第１の信号とと
もに送信する前記第２又は第３の信号は第２のフレーム又はタイムスロットで送信され、
　前記第１のフレーム又はタイムスロットの境界は、前記第２のフレーム又はタイムスロ
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ットの境界と同期しておらず、
　前記第１の信号の送信電力の低減は、前記第２又は第３の信号の送信の直前の、前記第
１のフレーム又はスロット境界から開始する方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の方法であって、
　前記第２の信号は前記第４の信号に対する肯定的な応答であって、
　前記第３の信号は前記第４の信号に対する否定的な応答である方法。
【請求項４】
　請求項１、２、又は３記載の方法であって、
　前記第１から第４の信号は拡散スペクトル信号である方法。
【請求項５】
　第１の局と第２の局とを有する通信システムにおいて、該第１の局に対して、少なくと
も一つの信号からなる第１の信号と、第２の信号又は第３の信号のいずれか一方と、を、
同時にそれぞれの電力レベルで送信する第２の局であって、
　前記第１の局に対して、前記第１の信号の電力の総計が所定の最大送信電力レベルを上
回らない状態で、該第１の信号を送信し、前記第１の局から送信される第４の信号に応じ
て該第１の信号とともに第２の信号又は第３の信号を送信するための送受信手段と、
　前記第１の信号の送信電力レベルと、前記第２の信号又は第３の信号の送信電力レベル
と、を制御するための制御手段と、
を有する第２の局において、
　前記制御手段は、前記第４の信号に応じて、前記第１の信号の送信電力を低減し、該第
１の信号とともに送信する信号が第２の信号である場合には該送信する信号の送信電力を
第２の所定の電力レベルに設定し、前記第１の信号とともに送信する信号が第３の信号で
ある場合には該送信する信号の送信電力を該第２の所定の電力レベルを超えない第３の所
定の電力レベルに設定し、
　前記第１の信号の送信電力の低減は、前記第１の信号とともに送信する信号が前記第２
の信号であるか前記第３の信号であるかに関わりなく、前記第２の所定の電力レベルに対
応すること、
を特徴とする第２の局。
【請求項６】
　請求項５記載の第２の局であって、
　前記制御手段は、
　前記第１の信号を第１のフレーム又はタイムスロットで送信し、前記第１の信号ととも
に送信する第２の信号又は第３の信号を第２のフレーム又はタイムスロットで送信し、
　前記第１のフレーム又はタイムスロットの境界は、前記第２のフレーム又はタイムスロ
ットの境界と同期しておらず、
　前記第１の信号の送信電力の低減は、前記第２の信号又は第３の信号の送信の直前の、
前記第１のフレーム又はスロット境界から開始する第２の局。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の第２の局であって、
　前記第２の信号は前記第４の信号に対する肯定的な応答であって、
　前記第３の信号は前記第４の信号に対する否定的な応答である第２の局。
【請求項８】
　請求項５、６、又は７記載の第２の局であって、
　前記第１から第４の信号は拡散スペクトル信号である第２の局。
【請求項９】
　請求項５から８のいずれかに記載の第２の局と、
　前記第２の局と通信をするための送受信手段を有する第１の局と、
を有する通信システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、通信システムで使用される局、および通信システムを操作す
る方法に関する。本発明は、特に、しかしこれに限定はしないが、ＵＭＴＳ（ユニバーサ
ル移動体通信システム）などのスペクトル拡散方式に対する用途を有する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの端末は通常、物理的な制約によって、またはコントローラから受信
される指示に応じて設定され得る最大送信電力限界を有する。
【０００３】
　通信システムでは、端末が第１の信号を送信している間、端末の最大送信電力限界を上
回る必要のある付加信号を同時に送信する必要が時に生じる場合がある。そのような場合
、最大電力限界を侵害することなく送信される（単数または複数の）付加信号に十分な電
力を許可するために第１の信号の送信電力を低減すること、または（単数または複数の）
付加信号を送信できるようにするために第１の信号の一部または全部をオフに切り換える
ことを含む、様々なアプローチが採用され得る。
【０００４】
　いくつかのシステムでは、フレームまたはタイムスロット境界などの特定の時間的瞬間
においてだけ、第１の信号の送信電力の低減を実行することが可能である。これらの時間
的瞬間は、（単数または複数の）付加信号の送信が開始しなければならない時間に一致し
ないこともあり得る。この問題を克服する方法は、（単数または複数の）付加信号の送信
に先立って送信電力の低減を実行することである。
【０００５】
　そのような状況では、例えば、端末が受信信号のＣＲＣ（巡回冗長検査）などの重要な
特徴を評価するのに十分な時間がないために、第１の信号の送信電力の低減が実行されな
ければならない時点で、（単数または複数の）付加信号の正確な性質がまだ分かっていな
いこともあり得る。異なるタイプの付加信号は、異なる送信電力要求を有する場合がある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、所定の最大電力限界を上回ることなく、タイムリーに付加信号を送信
することを可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様によれば、第１の局と第２の局とを有する通信システムにおいて、
該第１の局に対して、少なくとも一つの信号からなる第１の信号と、第２の信号又は第３
の信号のいずれか一方と、を同時にそれぞれの電力レベルで送信する第２の局を動作させ
る方法が提供され、第２の局は、第１の局に対して、第１の信号の電力の総計が所定の最
大送信電力レベルを上回らない状態で、第１の信号を送信し、第１の局から送信される第
４の信号に応じて、第１の信号の送信電力レベルを低減して、第１の信号とともに、第２
の所定の電力レベルの第２の信号又は第２の所定の電力レベルを超えない第３の所定の電
力レベルの第３の信号を送信し、ここで、第１の信号の送信電力の低減は、第１の信号と
ともに送信する信号が前記第２の信号であるか前記第３の信号であるかに関わりなく、前
記第２の所定の電力レベルに対応する。
【０００８】
　本発明の第２の態様によれば、第１の局と第２の局とを有する通信システムにおいて、
該第１の局に対して、少なくとも一つの信号からなる第１の信号と、第２の信号又は第３
の信号のいずれか一方と、を、同時にそれぞれの電力レベルで送信する第２の局が提供さ
れ、第１の局に対して、第１の信号の電力の総計が所定の最大送信電力レベルを上回らな
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い状態で、第１の信号を送信し、第１の局から送信される第４の信号に応じて第１の信号
とともに第２の信号又は第３の信号を送信するための送受信手段と、第１の信号の送信電
力レベルと、第２の信号又は第３の信号の送信電力レベルと、を制御するための制御手段
と、を有し、制御手段は、第４の信号に応じて、第１の信号の送信電力を低減し、第１の
信号とともに送信する信号が第２の信号である場合には送信する信号の送信電力を第２の
所定の電力レベルに設定し、第１の信号とともに送信する信号が第３の信号である場合に
は送信する信号の送信電力を第２の所定の電力レベルを超えない第３の所定の電力レベル
に設定し、第１の信号の送信電力の低減は、第１の信号とともに送信する信号が第２の信
号であるか第３の信号であるかに関わりなく、第２の所定の電力レベルに対応する。
【０００９】
　本発明の第３の態様によれば、第２の局と、第２の局と通信をするための送受信手段を
有する第１の局と、を有する通信システムが提供される。

【００１０】
　本発明による方法は、どのタイプの付加信号が送信されるべきかについてより早い決定
を行うよう求める要求、または最も都合の良いもしくは必要とされる瞬間以外の何らかの
時点で第１の信号の電力の低減を行うよう求める要求を端末に課すことを回避する。
【００１１】
　以下、本発明が、添付の図面を参照しながら例によって説明される。
【００１２】
　図面中、同じ参照番号は、類似する機能を指示するために使用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　ＵＭＴＳ通信システムは、少なくとも１つの基地局ＢＳと、複数の移動局ＭＳとを備え
、そのようなシステムの１つが、図１に示されている。移動局は、（単数または複数の）
基地局の無線カバレージ内を動き回ることができ、（単数または複数の）基地局からのダ
ウンリンク上および移動局からのアップリンク上で、スペクトル拡散信号方式によって無
線通信を維持することができる。スペクトル拡散信号方式で慣例的なように、いくつかの
信号が同時に送信されることができ、各信号はシグネチャの組から選択されたそれ自体の
シグネチャまたは拡散符号を有する。さらに、電力制御は、より弱い信号がより強い信号
に埋没しないようにすることを達成しなければならない。したがって、基地局は、移動局
がアップリンク上で送信することができる最大電力を指定することができる。
【００１４】
　図１を参照すると、基地局ＢＳは、システムの維持と信号の送受信とに関係する多くの
機能を実行するコントローラ１０によって制御される。トランシーバ１２は、スペクトル
拡散信号の送受信のためにアンテナ１４に結合される。外部のデータ源１６は、データが
パケットにフォーマットされているベースバンド・ステージ１８に結合される。データ・
パケットは、コントローラ１０の制御下でコード・ストア２２から得られる、例えば擬似
ランダム符号などのシグネチャを乗算器２０においてデータ・パケットに乗じることによ
って、送信のために準備される。スペクトル拡散信号は、変調および送信のためにトラン
シーバに受け渡される。
【００１５】
　アンテナで受信される信号の場合、信号は復調され、復調信号に適切なシグネチャを乗
じることによって逆拡散される。その後、逆拡散信号は、ベースバンド・ステージ１８に
受け渡される。
【００１６】
　移動局ＭＳは、信号の送受信を含む移動局の動作に関係する多くの機能を実行するコン
トローラ３０によって制御される。説明の都合上、また本発明の理解を容易にするため、
コントローラ３０は、マイクロプロセッサ３２と、送信電力コントローラ３４と、電力ス
ケーラ３６とを備えるものとして示されている。トランシーバ３８は、スペクトル拡散信
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号の送信および基地局ＢＳからのスペクトル拡散信号の受信のためにアンテナ４０に結合
される。マン／マシン・インタフェース４２は、ベースバンド・データ・フォーマットお
よび逆フォーマット・ステージと、データ入力手段と、データ出力手段とを含み、マイク
ロプロセッサ３２の制御下でコード・ストア４６から得られる、例えば擬似ランダム符号
などのシグネチャが供給される乗算器４４に結合される。アップリンク上で送信される信
号は、拡散され、変調および送信のためにトランシーバ３８に受け渡される。
【００１７】
　アンテナ４０で受信されるダウンリンク信号の場合、信号は復調され、復調信号に適切
なシグネチャを乗じることによって逆拡散される。その後、逆拡散信号は、マン／マシン
・インタフェース４２に受け渡される。
【００１８】
　ＵＭＴＳの場合、動作規格は、スペクトル拡散アップリンク信号を実質的に連続して送
信することを各移動局に要求する。これらの信号は、システムによって持続時間が指定さ
れる連続したフレームまたはタイムスロットにフォーマットされる。２つの信号がしばし
ば連続的に送信されるが、これらは専用物理データ・チャネルＤＰＤＣＨ（ｄｅｄｉｃａ
ｔｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄａｔａ ｃｈａｎｎｅｌ）および専用物理制御チャネルＤＰ
ＣＣＨ（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）であ
り、これらの信号が図１に示されている。データがないときは、ＤＰＣＣＨだけが送信さ
れる。ＤＰＤＣＨおよびＤＰＣＣＨチャネルの相対送信電力レベルＰＤおよびＰＣは、与
えられたデータ・タイプ用の一定の電力比を維持するように調整され、それらの電力の総
計（ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｐｏｗｅｒ）は許容最大電力レベルＰｍａｘを上回らないように
制御される。さらに、一定の電力比を維持している間、ＤＰＣＣＨの電力レベルＰＣは、
閉ループ電力制御機構によって定期的に調整される。
【００１９】
　図１の簡略版である図２を参照すると、基地局ＢＳは、高速ダウンリンク・パケット・
アクセスＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｐａｃｋｅｔ Ａｃｃｅ
ｓｓ）を使用してパケット・データを特定された移動局に送信するために、適宜ダウンリ
ンクを使用する。ＵＭＴＳ規格の下では、移動局ＭＳは、各ＨＳＤＰＡパケットを受信す
る毎に、例えば巡回冗長検査（ＣＲＣ）評価の結果に応じて、肯定応答（ＡＣＫ）または
否定応答（ＮＡＣＫ）を送信しなければならない。
【００２０】
　図３を参照すると、ＡＣＫおよびＮＡＣＫは、スペクトル拡散信号としていわゆる高速
専用物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）上で送信されるが、このチャネルのタイムス
ロットは、連続アップリンク信号ＤＰＤＣＨおよびＤＰＣＣＨを伝送するその他のアップ
リンク・チャネル上のタイムスロットとは揃っていない。ＡＣＫおよびＮＡＣＫの相対送
信電力は異なっており、それぞれの送信電力は、基地局ＢＳで決定され、移動局ＭＳに通
知される。
【００２１】
　連続アップリンク信号と並行するＡＣＫまたはＮＡＣＫの送信によって、許容限度を超
える送信電力が必要になる場合、送信電力は低減されなければならない。それぞれの信号
電力の調整が、ＨＳＤＰＡパケットのＣＲＣが評価されるまで遅延すると、大きなパケッ
トの場合、ＵＭＴＳ規格で指定されるようにＤＰＣＣＨスロット境界で調整を行うことは
、不可能でないにしても、困難になるだろう。
【００２２】
　この問題を回避するために、本発明による方法は、その他のアップリンク・チャネル、
すなわちＤＰＤＣＨおよびＤＰＣＣＨの送信電力を、ＡＣＫまたはＮＡＣＫ送信の開始直
前のタイムスロット境界で低減させる。しかし、上述したように、ＡＣＫ用の送信電力は
、ＮＡＣＫ用の送信電力と異なる必要がある。したがって、移動局ＭＳが、連続信号ＤＰ
ＤＣＨおよびＤＰＣＣＨの電力をどれだけ低減すべきかを、ＡＣＫまたはＮＡＣＫ送信の
開始前のスロット境界に間に合うように知るべきであるならば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信の
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タイミングによって許される時間よりも速みやかに、ＣＲＣ評価プロセスを完了する必要
があるだろう。これは可能ではないので、移動局ＭＳは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信の開始前
のタイムスロットで、ＡＣＫとＮＡＣＫとのどちらかより高い電力要求ＰＡ、電力要求Ｐ

Ｎを有するほうに対応する量だけ送信電力を低減する。このようにして、移動局ＭＳは、
ＣＲＣ評価プロセスの最終結果に関係なく、十分な送信電力がＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信で利
用できるよう保証することができる。
【００２３】
　その原理が図３および図４で図示されている。図３では、移動局ＭＳは最初、その最大
許容電力Ｐｍａｘ＝ＰＣ１＋ＰＤ１で送信している。ＰＡは２ＰＣであると規定され、Ｐ

ＮはＰＣに等しいと規定されるものとする。その場合、ＤＰＤＣＨおよびＤＰＣＣＨの電
力はそれぞれ、次式のように、ＰＤ２およびＰＣ２まで低減されなければならない。
　ＰＣ２＋ＰＤ２＋ＰＡ＝Ｐｍａｘ

すなわち、
　ＰＣ２＋ＰＤ２＋２ＰＣ２＝Ｐｍａｘ

制御チャネルとデータ・チャネルとの間の電力比は、ＰＤ２／ＰＣ２＝ＰＤ１／ＰＣ１と
なるように維持される。
【数１】

【００２４】
　したがって、図４では、水平の破線は、最大許容送信電力Ｐｍａｘを示している。送信
されるＡＣＫまたはＮＡＣＫがない場合、ＰＤ１とＰＣ１との組み合わせ最大振幅はＰｍ

ａｘに等しい。しかし、ＡＣＫまたはＮＡＣＫを送信する直前のフレームまたはタイムス
ロット境界では、これらの振幅は、例えば、電力比ＰＤ／ＰＣを一定に維持しながらＤＰ
ＣＣＨを低減することによって調整される。このように、ＡＣＫまたはＮＡＣＫのより電
力が高いほうを送信するための容量が残されるが、より電力の低いほうが送信されるかも
しれず、その結果、組み合わせ送信電力はＰｍａｘより低くなることもあり得る。
【００２５】
　図５に示されたフローチャートは、本発明による方法を実施する際に第２の局（second
ary station）によって実行される動作を要約したものである。ブロック５０は、最大許
容電力レベルＰｍａｘ以下の組み合わせ送信電力レベルで、ＤＰＤＣＨおよびＤＰＣＣＨ
信号を連続的に送信する移動局ＭＳに関する。ブロック５２は、ダウンリンクＨＳＤＰＡ
パケット・データ信号でパケット・データを受信する移動局に関する。ブロック５４は、
ＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号の電力レベルと、２つのレベルのうち大きい方とを決定する移
動局を示す。ブロック５６は、ＤＰＤＣＨと、ＤＰＣＣＨと、ＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号
のより電力が高い方とを含むアップリンク信号が、Ｐｍａｘを上回っているかどうかの検
査を示す。検査の答えがイエス（Ｙ）の場合、ブロック５８で、移動局のスケーリング・
ステージ３６（図１）が、Ｐｍａｘを超えることがないように、少なくともＤＰＣＣＨチ
ャネルの電力をスケーリングする。フローチャートはブロック６０に進む。ブロック５６
の答えがノー（Ｎ）の場合、フローチャートはブロック６０に進む。ブロック６０は、Ａ
ＣＫまたはＮＡＣＫの送信前のフレームまたはタイムスロット境界でＤＰＤＣＨおよびＤ
ＰＣＣＨチャネルの電力を低減する移動局の電力制御ステージ３４（図１）を示す。ブロ
ック６２は、ＡＣＫまたはＮＡＣＫを送信する移動局ＭＳに関する。
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【００２６】
　本発明による方法を実施する場合、ＤＰＣＣＨ電力のスケーリングは、例えば、閉ルー
プ電力制御プロセスまたはＤＰＤＣＨ上のデータ・フォーマットの変化に起因する、要求
された電力増加と同時に行うことができる。この場合、本発明によるスケーリング・プロ
セスの結果は、実際には、ＤＰＣＣＨ（＋ＤＰＤＣＨ）の送信電力を増加させることにな
るかもしれないが、閉ループ電力制御プロセスおよび／またはＤＰＤＣＨデータ・フォー
マットの変化によって要求された量よりも増加は小さい。この状況は、ＰＣ１とＰＤ１と
の合計がＰｍａｘより小さいが、スケーリングが適用されない場合であって、ＰＣ２＋Ｐ

Ｄ２＋（ＰＡとＰＮの大きいほう）の合計がＰｍａｘより大きくなる場合に生じることが
あり得る。
【００２７】
　別の実施形態では、付加信号は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号以外の情報を伝送することがで
き、例えば、（ＵＭＴＳの拡張アップリンク案（ｐｒｏｐｏｓｅｄ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　
ｕｐｌｉｎｋ）におけるような）パケット・データ、またはその他の信号情報を伝送する
ことができる。
【００２８】
　さらに別の図示されていない実施形態では、移動局よりもむしろ基地局が、本発明によ
る方法を実施するよう要求されてもよい。
【００２９】
　本発明による方法は、スペクトル拡散通信システムに関して説明されたが、本発明の教
示は、送信機電力制御を有するその他のシステムにも適用されることができる。
【００３０】
　本明細書および特許請求の範囲では、要素の前に付された語「１つの（ａまたはａｎ）
」は、そのような要素の複数の存在を排除するものではない。さらに、語「備える（ｃｏ
ｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、列挙されたもの以外の要素またはステップの存在を排除するも
のではない。
【００３１】
　本開示を読めば、その他の修正は当業者には明らかであろう。そのような修正は、電気
通信システムおよび電気通信システム用の構成部品の設計、製造、および使用においてす
でに知られており、本明細書ですでに説明された特徴に代わってまたは追加して使用され
ることができる、その他の特徴を含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】ＵＭＴＳ通信システムの概略ブロック図である。
【図２】ダウンリンクおよびアップリンク信号を説明する簡略化された概略ブロック図で
ある。
【図３】アップリンク信号を個別に示すタイミング図である。
【図４】アップリンク信号の組み合わせを示すタイミング図である。
【図５】本発明による方法の一実施形態を示すフローチャートである。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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